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平成28年 8月期及び平成29年 2月期の運用状況の予想に関するお知らせ 

 

ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年 8 月期（平成 27

年 10月 9日～平成28年 8月 31日）及び平成29年 2月期（平成28年 9月 1日～平成29年 2月 28日）

の運用状況の予想について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

  

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1口当たり 

分配金 

（利益超過分配金 

は含まない） 

1口当たり 

利益超過分配金 

平成28年8月期 

（第1期） 

4,892 

百万円 

2,886 

百万円 

1,840 

百万円 

1,839 

百万円 

1,672 

円 

189 

円 

平成29年2月期 

（第2期） 

4,765 

百万円 

2,832 

百万円 

2,505 

百万円 

2,504 

百万円 

2,276 

円 

159 

円 

(参考) 

平成28年8月期：予想期末発行済投資口数 1,100,000口   1口当たり予想当期純利益  1,672円 

平成29年2月期：予想期末発行済投資口数 1,100,000口   1口当たり予想当期純利益  2,276円 
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（注1） 本投資法人の計算期間は、毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までで

すが、第1期計算期間は本投資法人設立の日（平成27年10月9日）から平成28年8月 31日ま

でとなります。なお、第1期の実質的な営業期間は、物件取得予定日である平成28年2月 17日

から平成28年8 月31 日までとなります。 

（注2） 平成28年8月期及び平成29年2月期の運用状況の予想については、別紙「平成28年8月期及

び平成29年2月期の運用状況の予想の前提条件」に記載した前提条件に基づき算出した現時点

のものです。したがって、今後の不動産等の追加取得若しくは売却、賃借人の異動等に伴う賃料

収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金利の変動、又は今後の更なる新投資口の

発行等により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、実際の営業収益、営業利益、経常利益、

当期純利益、1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）及び1口当たり利益超過分配金は

変動する可能性があります。そのため、本予想は分配金及び利益超過分配金の額を保証するもの

ではありません。 

（注3）上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。 

（注4）単位未満の数値は切り捨てて表示しています。 

 

以 上 

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

*本投資法人のホームページアドレス：http://lasalle-logiport.com/ 
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【別紙】 

平成28年8月期及び平成29年2月期の運用状況の予想の前提条件 

 

項目 前提条件 

計算期間 

• 第1期（平成27年10月9日～平成28年8月31日）（328日） 

• 第2期（平成28年9月1日～平成29年2月28日）（181日） 

• なお、第 1 期の実質的な営業期間は、物件取得予定日である平成 28 年 2 月 17

日から平成28年8月31日まで（197日）となります。 

運用資産 

• 平成28年 1月7日及び平成28年 2月4日開催の役員会で決議した新投資口の発

行により調達した資金及び借入れにより調達した資金をもって、新規取得予定の

不動産信託受益権（合計8物件）（以下「取得予定資産」といいます。）を、本日

付で取得すること、また平成 29 年 2 月期末までの間に変動（新規物件の取得、

保有物件の処分等）が生じないことを前提としています。 

• 実際には取得予定資産以外の新規物件の取得、又は保有物件の処分等により変動

が生ずる可能性があります。 

営業収益 

• 取得予定資産の営業収益を前提としています。なお、取得予定資産の賃貸事業収

益については、各物件の現所有者等より提供を受けた情報、取得予定資産の本日

現在効力を有する予定の賃貸借契約、市場動向等を勘案し算出しています。 

• 営業収益については、賃借人による賃料の滞納又は不払いがないことを前提と

しています。 

営業費用 

• 減価償却費以外の賃貸事業費用は、各物件の現所有者等より提供を受けた情報を

もとに、過去実績及び本日現在において譲渡人が締結済の委託契約に基づき、費

用の変動要素を反映して算出しています。 

• 減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、平成

28年8月期に696百万円、平成29年2月期に585百万円を想定しています。 

• 一般に不動産等の売買にあたり固定資産税及び都市計画税等については現所有者

と期間按分による計算を行い取得時に精算しますが、本投資法人においては当該

精算金相当分が取得原価に算入されるため平成28年 8月期及び平成29年2月期

については費用計上されません。したがいまして、取得予定資産については、平

成29年度の固定資産税及び都市計画税等が平成29年 8月期から費用計上される

こととなります。取得予定資産について取得原価に算入する固定資産税及び都市

計画税等の総額は 703 百万円（319 日分に相当）を想定しています。なお、通期

で固定資産税及び都市計画税等が費用化された場合の影響額は、平成 28 年 8 月

期に434百万円、平成29年2月期に399 百万円を見込んでいます。 

• 修繕費に関しては、物件ごとに、資産運用会社（ラサール REIT アドバイザーズ

株式会社）が策定した修繕計画をもとに、必要と想定される額を計上していま

す。ただし、予想し難い要因により修繕費が発生する可能性があること、一般的

に年度による金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する金額ではないこ

と等から、各計算期間の修繕費が予想金額と大きく異なる結果となる可能性があ

ります。 



 
 

4 

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の平成 28 年 8 月期及び平成 29 年 2 月期の運用状況の予想に関して一般に公表するための文書

であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録

を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証

券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペク

タスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な

情報並びにその財務諸表が記載されます。 

営業外費用 

• 平成28年 1月7日及び平成28年 2月4日開催の役員会で決議した新投資口の発

行及び投資口の上場・公募に係る費用の支払総額は542 百万円、創立費の支払総

額は 36 百万円を見込んでいます。新投資口の発行及び投資口の上場・公募に係

る費用並びに創立費の見込償却額として、平成 28 年 8 月期に 546 百万円、平成

29 年 2 月期に 3 百万円を見込んでいます。新投資口の発行及び投資口の上場・

公募に係る費用については一括償却し、創立費については 60 か月間で定額法に

より償却する予定です。 

• 支払利息等（融資関連費用等を含む。）として、平成28年 8月期に460百万円、

平成 29 年 2 月期に 323 百万円を見込んでいます。なお、融資関連費用等に含ま

れる非現金支出費用である融資関連償却は、平成 28 年 8 月期に 131 百万円、平

成29年2月期に26百万円を見込んでいます。 

借入金 

• 本日付で金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家から総

額 68,038 百万円の借入れを行うこと、及び、下記の「投資口」に記載の第三者

割当による新投資口の発行(上限 47,700 口)による手取金を原資として、当該借

入金の一部を平成28年8月期に返済することを前提としています。 

• 平成 29 年 2 月期中に取得予定資産の取得、その他各種費用支払いに伴う消費税

の還付が見込まれることから、当該還付金を原資として、平成 28 年 12 月末に

借入金4,454百万円を返済することを前提としています。 

• 平成28年8月期（第1期）末のLTVは 36.4％程度となる見込みです。 

LTVの算出にあたっては、次の算式を使用しています。 

LTV＝有利子負債総額÷資産総額×100 

下記の「投資口」に記載の第三者割当による新投資口の発行数により、LTV は変

動する可能性があります。 

投資口 

• 本日現在発行済みである1,052,300口に加えて、平成28年 1月 7日及び平成28

年 2 月 4 日開催の役員会で決議した第三者割当による新投資口の発行（上限

47,700 口）によって新規に発行される予定の投資口数が全て発行されることを

前提としています。 

• 上記を除き、平成 29 年 2 月期（第 2 期）末までに新投資口の発行等による投資

口数の変動がないことを前提としています。 

• 平成 28 年 8 月期（第 1 期）及び平成 29 年 2 月期（第 2 期）の 1 口当たり分配

金は、上記の新規に発行される予定の投資口数の上限である 47,700 口を含む各

計算期間の予想期末発行済投資口数1,100,000口により算出しています。 

1口当たり分配金 

（利益超過分配金

は含まない） 

• 1 口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は、本投資法人の規約に定める

金銭の分配の方針に従い利益の全額を分配することを前提として算出していま

す。 

• 1 口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は、今後の運用資産の異動、テ

ナントの異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、

金利の変動、又は今後の更なる新投資口の発行等を含む種々の要因により大きく

変動する可能性があります。 
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1口当たり 

利益超過分配金 

• 1 口当たり利益超過分配金は、本投資法人の規約及び資産運用会社の社内規程で

ある運用ガイドラインに定める方針に従い算出しています。平成 28 年 8 月期及

び平成 29 年 2 月期の利益超過分配金総額は、当該計算期間に発生すると見込ま

れる減価償却費の約 30％を分配することを前提として算出しており、それぞれ

208百万円、175百万円を想定しています。 

• 減価償却費は、運用資産の変動、付随費用等の発生額、資本的支出額、取得価額

の各資産への按分方法及び各々の資産に採用される耐用年数等により、現時点で

想定される額に対して変動する可能性があります。そのため、減価償却費を基準

として算出される利益超過分配金総額も、これらを含む種々の要因により変動す

る可能性があります。 

• 本投資法人は、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金

への充当などの他の選択肢についても検討の上、当該分配を実施する計算期間の

直前の計算期間の末日に計上する減価償却費の 30％に相当する金額を目途とし

て、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本

投資法人の財務状態（特に、下記の鑑定LTV水準）等に十分配慮して、本投資法

人が決定した金額につき、利益を超える金銭として、毎期継続的に分配する方針

です。そのため、不測の要因に基づく建物の毀損等により、緊急に資本的支出が

発生する場合には、1 口当たり利益超過分配金の金額が減少する可能性がありま

す。また、下記の鑑定 LTV が 60％を超えた場合には、利益超過分配を行わない

他、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、

利益を超える金銭の分配の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分

配は行いません。 

• 以下の算式で計算される数値（鑑定LTV）が 60％を超えることとなる場合には利

益を超える金銭の分配を行わないものとします。 

鑑定LTV（％）＝A / B ×100（％） 

A =有利子負債残高（投資法人債残高・短期投資法人債残高を含むが、劣後債務

の残高を除く。）＋敷金等（但し、運用資産の信託受託者において敷金等として

リザーブされている金額相当額、及び本投資法人の敷金等リザーブ口座（本投資

法人が賃貸人として返還義務を負う敷金等を保管する口座をいう。）にリザーブ

されている金額相当額を除く。）の額 

B =期末時点における運用資産の鑑定評価額＋本投資法人の口座（敷金等リザー

ブ口座を除く。）の現預金残高＋信託現金及び信託預金（運用資産の信託受託者

において敷金等としてリザーブされている金額相当額を除く。）－利益分配金総

額－利益超過分配金総額。なお、利益分配金総額及び利益超過分配金（出資の払

戻し）総額については、直近の決算期における数値による。 

その他 

• 法令、税制、会計基準、株式会社東京証券取引所の上場規則、一般社団法人投

資信託協会の規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われな

いことを前提としています。 

• 一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提

としています。 

 


